
農業近代化資金制度の概要

１．趣 旨

農業者等に対して農業協同組合等の民間融資機関が行う長期かつ低利の施設資金等

の融通を円滑にするため、国が利子補給を行う措置等を講ずる。（農業近代化資金融

通法（昭和３６年法律第２０２号）に基づき昭和３６年に創設。）

２．制度の仕組み

借 受 者 貸付 農林中央金庫 利子補給 国

(農業者､農協等)

融 資 機 関

貸付 利子補給 都道府県農協系統金融機関

銀行、信用金庫

３．平成１８年度概算決定額

農業近代化資金利子補給金 ２３，４１３（３０，２３６）千円

【担当課：経営局金融調整課】


